
  

一 

労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
地
方
労
働
基
準
部
局
の
効
率
的
な
業
務
運
営
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
要

綱 

第
一 

趣
旨 

こ
の
法
律
は
、
行
政
に
要
す
る
経
費
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
一
方
で
、
労
働
基
準
監
督
行
政
の
役
割
が
一
層

重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
地
方
労
働
基
準
部
局
の
効
率
的
な
業
務
運

営
の
確
保
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

定
義 

１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
労
働
基
準
監
督
行
政
」
と
は
、
労
働
条
件
、
産
業
安
全
及
び
労
働
衛
生
に
関
す
る
法
令
の
遵
守

の
確
保
に
関
す
る
行
政
を
い
う
こ
と
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
方
労
働
基
準
部
局
」
と
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十

七
号
ま
で
、
第
五
十
号
及
び
第
七
十
号
に
掲
げ
る
事
務
を
主
と
し
て
所
掌
す
る
都
道
府
県
労
働
局
の
部
局
並
び
に
労
働
基

準
監
督
署
を
い
う
こ
と
。 

（
第
二
条
関
係
） 



 

二 

第
三 

基
本
理
念 

労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
地
方
労
働
基
準
部
局
の
効
率
的
な
業
務
運
営
の
確
保
は
、
地
方
労
働
基
準
部

局
に
お
け
る
民
間
事
業
者
へ
の
業
務
の
委
託
及
び
職
員
の
適
正
な
配
置
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
労
働
基
準
部
局
が
自
ら

行
う
業
務
を
減
量
し
つ
つ
労
働
基
準
監
督
官
を
労
働
基
準
監
督
行
政
に
お
い
て
集
中
的
に
活
用
し
て
、
限
ら
れ
た
人
員
の
下

で
労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

民
間
事
業
者
へ
の
業
務
の
委
託 

政
府
は
、
第
三
の
基
本
理
念
（
第
五
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
地
方
労
働
基
準
部
局
の
業
務

の
う
ち
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
実
施
す

る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

第
五 

職
員
の
適
正
な
配
置 

政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
方
労
働
基
準
部
局
に
お
い
て
、
労
働
基
準
監
督
行
政
に
重
点
的
に
職
員
が
配
置
さ

れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
業
務
の
う
ち
労
働
基
準
監
督
官
が
従
事
す
る
必
要
性
に
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
監
督
官



  

三 

以
外
の
職
員
が
従
事
し
、
労
働
基
準
監
督
官
が
労
働
基
準
法
第
百
一
条
及
び
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
そ
の
他
の
労
働

基
準
監
督
官
の
権
限
に
よ
ら
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
地
方
労
働
基
準

部
局
に
お
け
る
職
員
の
適
正
な
配
置
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

（
第
五
条
関
係
） 

第
六 

施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 



  

一 

労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
地
方
労
働
基
準
部
局
の
効
率
的
な
業
務
運
営
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
に
要
す
る
経
費
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
一
方
で
、
労
働
基
準
監
督
行
政
の
役
割
が

一
層
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
地
方
労
働
基
準
部
局
の
効
率
的
な
業

務
運
営
の
確
保
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
労
働
基
準
監
督
行
政
」
と
は
、
労
働
条
件
、
産
業
安
全
及
び
労
働
衛
生
に
関
す
る
法
令
の
遵

守
の
確
保
に
関
す
る
行
政
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
方
労
働
基
準
部
局
」
と
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
四
条

第
一
項
第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
五
十
号
及
び
第
七
十
号
に
掲
げ
る
事
務
を
主
と
し
て
所
掌
す
る
都
道
府
県

労
働
局
の
部
局
並
び
に
労
働
基
準
監
督
署
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 



 

二 

第
三
条 

労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
地
方
労
働
基
準
部
局
の
効
率
的
な
業
務
運
営
の
確
保
は
、
地
方
労
働
基

準
部
局
に
お
け
る
民
間
事
業
者
へ
の
業
務
の
委
託
及
び
職
員
の
適
正
な
配
置
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
労
働
基
準
部
局
が

自
ら
行
う
業
務
を
減
量
し
つ
つ
労
働
基
準
監
督
官
を
労
働
基
準
監
督
行
政
に
お
い
て
集
中
的
に
活
用
し
て
、
限
ら
れ
た
人
員

の
下
で
労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
民
間
事
業
者
へ
の
業
務
の
委
託
） 

第
四
条 

政
府
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
条
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
地
方
労
働
基
準
部
局
の

業
務
の
う
ち
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
実

施
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
職
員
の
適
正
な
配
置
） 

第
五
条 

政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
方
労
働
基
準
部
局
に
お
い
て
、
労
働
基
準
監
督
行
政
に
重
点
的
に
職
員
が
配

置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
業
務
の
う
ち
労
働
基
準
監
督
官
が
従
事
す
る
必
要
性
に
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
監

督
官
以
外
の
職
員
が
従
事
し
、
労
働
基
準
監
督
官
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
一
条
及
び
第



  

三 

百
二
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
そ
の
他
の
労
働
基
準
監
督
官
の
権
限
に
よ
ら
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
に
専
ら
従

事
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
地
方
労
働
基
準
部
局
に
お
け
る
職
員
の
適
正
な
配
置
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

五 

理 

由 
行
政
に
要
す
る
経
費
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
一
方
で
、
労
働
基
準
監
督
行
政
の
役
割
が
一
層
重
要
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
鑑
み
、
労
働
基
準
監
督
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
地
方
労
働
基
準
部
局
の
効
率
的
な
業
務
運
営
の
確
保
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


